
令和６年度 島根県公立学校育休任期付教育職員、臨時的任用教育職員及び 

非常勤講師（会計年度任用職員）の募集 

島根県教育委員会 

島根県公立学校の教育水準の維持向上を図るため、公立学校に勤務する常勤講師（育休任期付教育職員、臨時的

任用教育職員）又は非常勤講師（以下「臨時的任用教員等」という。）の志願者を広く募集いたします。 

  

１ 対象者 

○ 育休任期付教育職員は、昭和 39年４月２日以降に生まれた者 

○ 臨時的任用教職員等で、募集内容の区分Ⅰ～Ⅴは該当する教員免許等資格所有者 

 

２ 募集内容 

区分 校 種 職 種 教員免許等資格 

Ⅰ 小学校 講師（常勤又は非常勤） 小学校教諭普通免許状所有者 

Ⅱ 中学校 講師（常勤又は非常勤） 中学校教諭普通免許状所有者 

Ⅲ 高等学校 講師（常勤又は非常勤） 高等学校教諭普通免許状所有者 

Ⅳ 特別支援学校 講師（常勤又は非常勤） 

盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学

校（各領域）もしくは小学校、中学校又は

高等学校の教諭の普通免許状所有者 

Ⅴ 区分Ⅰ～Ⅳの学校 養護助教諭（常勤又は非常勤） 養護教諭普通免許状所有者 

Ⅵ 区分Ⅲ・Ⅳの学校 実習助手（常勤） なし 

Ⅶ 区分Ⅳの学校 寄宿舎指導員（常勤） なし 

（注）区分Ⅰには義務教育学校（前期課程）、区分Ⅱには義務教育学校（後期課程）を含みます。 

 

３ 勤務条件（給料等） ※令和５年度実績 

⑴ 育休任期付教育職員 

  ○任用期間： 育児休業する教員が請求した期間を限度とします。（育児休業が短縮された場合等においては、

人事異動を行うことがあります。） 

  ○給  与： 学歴、経験年数によって給料月額を決定します。（参考：講師の場合、22 歳の大学新卒者にあ

っては約 213 千円。）また、通勤手当、住居手当、扶養手当、単身赴任手当、へき地手当、特地

手当、特殊勤務手当、義務教育等教員特別手当、期末手当、勤勉手当、退職手当等を支給します。

退職手当は「職員の退職手当に関する条例」等に基づき支給します。 

                 なお、任用期間によっては昇給することもあります。 

  ○社会保険等： 任用の日から公立学校共済組合及び島根県教職員互助会に加入します。 

 

⑵ 臨時的任用教育職員 

  ○任用期間： １年以内に限られます。 

  ○給  与： 学歴、経験年数によって給料月額を決定します。（参考：講師の場合、22 歳の大学新卒者にあ

っては約 213 千円。なお、60 歳以上の者にあっては、再任用制度との均衡を考慮して、小・中学

校の場合、約 238 千円、高等学校・特別支援学校の場合、約 248 千円。）また、通勤手当、住居

手当、扶養手当、単身赴任手当、へき地手当、特地手当、特殊勤務手当、義務教育等教員特別手

当、期末手当、勤勉手当、退職手当等を支給します。退職手当は「職員の退職手当に関する条例」

等に基づき支給します。 

  ○社会保険等： 加入要件を満たす場合、任用の日から、健康保険は公立学校共済組合の短期給付、年金制度は

日本年金機構の厚生年金保険の適用となります。また、島根県教職員互助会に加入します。 

 

 

 



⑶ 非常勤講師（会計年度任用職員） 

○任用期間： １年以内に限られます。 

○給  与： 授業を実施する職は勤務時間数に応じ１時間あたり 2,630 円の報酬を支給します。また、児童

生徒への指導を補助する職は勤務時間数に応じ１時間あたり 1,840円の報酬を支給します。 

なお、通勤事情を考慮して通勤手当に相当する報酬を支給します。また、任期６月以上かつ週

あたり 15時間 30分以上勤務される方については、期末手当を支給します。 

  ○社会保険等： 加入要件を満たす場合、任用の日から、健康保険は公立学校共済組合の短期給付、年金制度は

日本年金機構の厚生年金保険の適用となります。また、島根県教職員互助会に加入します。(会費

負担なし。対象事業は限定される。) 

 

４ 志願申込方法および提出書類等 

臨時的任用教員等の志願申込は、原則、電子申請（しまね電子 

申請サービス）で受け付けます。島根県教育庁学校企画課ホーム 

ページに詳しい志願申込方法について掲載しています。 

○学校企画課ホームページ URL 

https://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/ 

○しまね電子申請サービス URL 

https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/R6koushi 

 

⑴ 添付書類  

志願申込の際に、次の表に示す書類の電子データを添付してください。なお、添付書類を郵送などで提出す

ることもできますが、その場合には、電子申請による申込後速やかに、「志願書添付書類送付書」を添えて、

学校企画課へ提出してください。 

添付書類 留意事項 

写真 

・３ヵ月以内に撮影されたもので、正面から上半身を撮影した jpeg又は jpg形式のもの（推

奨サイズは縦 690ピクセル、横 536ピクセル、縦横比 4.5×3.5の比率）を添付すること。 

・郵送する場合は、縦 4.5cm×横 3.5cmの写真（裏面に氏名を記入したもの）とすること。 

経歴調査表 

・様式をダウンロードし、作成すること。（手書き作成可） 

・過去に経歴調査票を作成したことがある場合には、その際に作成したデータを修正して

作成しても構わない。 

所持する教育

職員免許状の

有効性を証明

する書類 

・所持するすべての教育職員免許状について、令和４年７月１日以降も有効であることを

証明するために、下記のいずれかの書類を添付すること。 

 新免許状所持者（平成 21年４月１日以降に初めて免許状の授与を受けた者） 

教育職員免許状の写し又は「有効期間更新証明書」の写し 

 旧免許状所持者（平成 21年３月 31日以前に初めて免許状の授与を受けた者） 

  【更新等に係る手続きを行った者】 

「更新講習修了確認証明書」の写し 

  【修了確認期限時に現職教員でなかったため、更新等に係る手続きを行っていない者】 

   教育職員免許状の写し 

・所持する教育職員免許状の有効性を証明する書類に記載された氏名から改姓・改名した

者にあっては、改姓・改名を証明する書類（戸籍抄本等）を添付すること。 

・教育職員免許状取得見込みの場合は、所持する教育職員免許状の有効性を証明する書類

に代えて、「教育職員免許状取得見込証明書」等、取得見込みであることを証明する書

類を添付すること。 

 

学校企画課 

ホームページ 

 

しまね電子申請 

サービス 

 



⑵ 志願申込及び添付書類提出期限 

   育休任期付教育職員：令和５年 11月 17日（金） 

臨時的任用教育職員及び非常勤講師（会計年度任用職員）：随時 

 

５ 採用手続 

○ 島根県公立学校臨時的任用教員等志願者名簿登載後、県教育委員会が採用又は委嘱をしようとするときは、

志願者に電話で事前に連絡します。 

○ 育休任期付教育職員については、選考試験（書類選考および面接試験）の合格者を名簿登載します。 

  面接試験：令和５年 12月中旬（予定） 

 

６ 問合せ先 

○島根県教育庁学校企画課   所在地 〒690-8502島根県松江市殿町１ 電 話 (0852)60-0766 

○松江教育事務所（松江合同庁舎内）  電 話 (0852)32-5777 

○出雲教育事務所（出雲合同庁舎内）  電 話 (0853)30-5680 

○浜田教育事務所（浜田合同庁舎内）  電 話 (0855)29-5701 

○益田教育事務所（益田合同庁舎内）  電 話 (0856)31-9675 

○隠岐教育事務所（隠岐合同庁舎内）  電 話 (08512)2-9772 


